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【手続補正書】
【提出日】平成26年9月26日(2014.9.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ロチゴチン又はその薬学的に許容可能な塩と少なくとも１つのポリ（ラクチド－ｃｏ－
グリコリド）（ＰＬＧＡ）と少なくとも１つの炭素原子数８～２４の脂肪酸とを含む組成
物であって、
　該少なくとも１つのＰＬＧＡの分子量が５０００Ｄａ～１０００００Ｄａであり、
　該少なくとも１つのＰＬＧＡが、９５：５～５：９５の範囲のラクチド対グリコリドの
重合比を有し、
　該組成物の総重量に対して、該ロチゴチン又はその薬学的に許容可能な塩が２０重量％
～４０重量％であり、該少なくとも１つのＰＬＧＡが４５重量％～７９重量％であり、該
少なくとも１つの脂肪酸が１重量％～１５重量％である、ミクロスフェア組成物。
【請求項２】
　前記薬学的に許容可能な塩が無機酸又は有機酸とともに形成される、請求項１に記載の
ミクロスフェア組成物。
【請求項３】
　前記無機酸が塩酸、硫酸、リン酸及び硝酸から選ばれる、請求項２に記載のミクロスフ
ェア組成物。
【請求項４】
　前記有機酸がクエン酸、フマル酸、マレイン酸、酢酸、安息香酸、乳酸、メタンスルホ
ン酸、ナフタレンスルホン酸及びトルエン－ｐ－スルホン酸から選ばれる、請求項２に記



(2) JP 2013-543874 A5 2014.11.13

載のミクロスフェア組成物。
【請求項５】
　前記有機酸が、グルタミン酸及びアスパラギン酸から選ばれる酸性アミノ酸である、請
求項２に記載のミクロスフェア組成物。
【請求項６】
　前記組成物の総重量に対して、前記ロチゴチン又はその薬学的に許容可能な塩が２０重
量％～４０重量％であり、前記少なくとも１つのＰＬＧＡが５７．５重量％～７２．５重
量％であり、前記脂肪酸が２．５重量％～７．５重量％である、請求項１に記載のミクロ
スフェア組成物。
【請求項７】
　前記組成物の総重量に対して、前記ロチゴチン又はその薬学的に許容可能な塩が２０重
量％～４０重量％であり、前記少なくとも１つのＰＬＧＡが５７．５重量％～７７．５重
量％であり、前記脂肪酸が２．５重量％である、請求項１に記載のミクロスフェア組成物
。
【請求項８】
　前記組成物の総重量に対して、前記ロチゴチン又はその薬学的に許容可能な塩が３０重
量％であり、前記少なくとも１つのＰＬＧＡが５５重量％～６９重量％であり、前記脂肪
酸が１重量％～１５重量％である、請求項１に記載のミクロスフェア組成物。
【請求項９】
　前記組成物の総重量に対して、前記ロチゴチン又はその薬学的に許容可能な塩が３０重
量％であり、前記少なくとも１つのＰＬＧＡが６２．５重量％～６７．５重量％であり、
前記脂肪酸が２．５重量％～７．５重量％である、請求項８に記載のミクロスフェア組成
物。
【請求項１０】
　前記少なくとも１つのＰＬＧＡが、７５：２５～２５：７５の範囲のラクチド対グリコ
リドの重合比を有する、請求項１に記載のミクロスフェア組成物。
【請求項１１】
　前記少なくとも１つのＰＬＧＡが第１のＰＬＧＡと第２のＰＬＧＡとを含み、該第１の
ＰＬＧＡが４２０００Ｄａ～７５０００Ｄａの分子量を有し、該第２のＰＬＧＡが１５０
００Ｄａ～３５０００Ｄａの分子量を有し、該第１のＰＬＧＡと該第２のＰＬＧＡとの重
量比が９５：５～５：９５である、請求項１に記載のミクロスフェア組成物。
【請求項１２】
　前記第１のＰＬＧＡがＰＬＧＡ（７５２５　４Ａ）及びＰＬＧＡ（７５２５　５Ａ）か
ら選ばれ、前記第２のＰＬＧＡがＰＬＧＡ（５０５０　２．５Ａ）である、請求項１１に
記載のミクロスフェア組成物。
【請求項１３】
　前記第１のＰＬＧＡと前記第２のＰＬＧＡとの重量比が５０：５０である、請求項１１
に記載のミクロスフェア組成物。
【請求項１４】
　前記組成物の総重量に対して、前記ロチゴチン又はその薬学的に許容可能な塩が２０重
量％～４０重量％であり、前記第１のＰＬＧＡ及び前記第２のＰＬＧＡの量が５７．５重
量％～７２．５重量％であり、前記脂肪酸が２．５重量％～７．５重量％である、請求項
１１に記載のミクロスフェア組成物。
【請求項１５】
　前記組成物の総重量に対して、前記ロチゴチン又はその薬学的に許容可能な塩が２０重
量％～４０重量％であり、前記第１のＰＬＧＡ及び前記第２のＰＬＧＡの量が５７．５重
量％～７７．５重量％であり、前記脂肪酸が２．５重量％である、請求項１１に記載のミ
クロスフェア組成物。
【請求項１６】
　前記組成物の総重量に対して、前記ロチゴチン又はその薬学的に許容可能な塩が３０重
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量％であり、前記第１のＰＬＧＡ及び前記第２のＰＬＧＡの量が５５重量％～６９重量％
であり、前記脂肪酸が１重量％～１５重量％である、請求項１１に記載のミクロスフェア
組成物。
【請求項１７】
　前記組成物の総重量に対して、前記ロチゴチン又はその薬学的に許容可能な塩が３０重
量％であり、前記第１のＰＬＧＡ及び前記第２のＰＬＧＡの量が６２．５重量％～６７．
５重量％であり、前記脂肪酸が２．５重量％～７．５重量％である、請求項１６に記載の
ミクロスフェア組成物。
【請求項１８】
　前記組成物の総重量に対して、前記ロチゴチン又はその薬学的に許容可能な塩が３０重
量％であり、前記第１のＰＬＧＡ及び前記第２のＰＬＧＡの量が６７．５重量％であり、
前記脂肪酸が２．５重量％である、請求項１７に記載のミクロスフェア組成物。
【請求項１９】
　前記少なくとも１つの脂肪酸がステアリン酸、パルミチン酸、オレイン酸、デカン酸、
オクタン酸及びリグノセリン酸から選ばれる、請求項１に記載のミクロスフェア組成物。
【請求項２０】
　前記少なくとも１つの脂肪酸がステアリン酸である、請求項１９に記載のミクロスフェ
ア組成物。
【請求項２１】
　パーキンソン病を治療するための医薬の製造における、請求項１～２０のいずれか１項
に記載のミクロスフェア組成物の使用。
【請求項２２】
　ドーパミン受容体に関連する疾患及び／又はパーキンソン病を治療するための医薬の製
造における、請求項１～２０のいずれか１項に記載のミクロスフェア組成物の使用。
【請求項２３】
　前記医薬が経口投与される、請求項２２に記載の使用。
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